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防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事

業に関する補助金交付要綱第２条第５号及び第６号に規定す

る別に定める区域及び期日について（通達）

標記について、防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼

働事業に関する補助金交付要綱（平成２２年防衛省訓令第１０号）第２条

第５号及び第６号の規定に基づき、別表第１及び別表第２のとおり定めら

れたので通達する。

なお、防衛施設周辺特定住宅防音事業補助金交付要綱第１条に規定する

別に定める区域及び期日について（施本第１２０７号（ＣＦＴ）。６．６

．２８）、嘉手納飛行場周辺告示後住宅防音事業補助金交付要綱第１条に

規定する別に定める区域及び期日について（施本第４５号（ＣＦＳ）。１



４．１．１７）及び防衛施設周辺告示後住宅防音事業補助金交付要綱第１

条に規定する別に定める区域及び期日について（施本第１３９９号（ＣＦ

Ｓ）。１７．１０．２０）は、廃止する。

添付書類：１ 別表第１「防衛施設周辺特定住宅防音事業に係る区域及び

期日について」

２ 別表第２「防衛施設周辺告示後住宅防音事業に係る区域及

び期日について」



別表第１

防衛施設周辺特定住宅防音事業に係る区域及び期日について

番号 区 域 期 日

１ 千歳飛行場に係る第一種区域として、昭和５６年 昭和５７年３月３１日

１０月３１日防衛施設庁告示第２１号により告示し

た区域

２ 三沢飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 平成１１年３月３０日

９月５日防衛施設庁告示第１９号、昭和５６年１０

月３１日防衛施設庁告示第２５号、昭和５８年９月

１０日防衛施設庁告示第１９号及び昭和６３年１０

月３１日防衛施設庁告示第１５号により告示した区

域

３ 三沢対地射爆撃場に係る第一種区域として、昭和 平成１１年３月３０日

５４年９月５日防衛施設庁告示第２０号、昭和５８

年９月１０日防衛施設庁告示第２０号及び平成元年

３月３０日防衛施設庁告示第６号により告示した区

域

４ 八戸飛行場に係る第一種区域として、昭和５５年 昭和５８年３月１０日

１２月２６日防衛施設庁告示第２３号により告示し

た区域

５ 松島飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和６１年２月２５日

８月３１日防衛施設庁告示第１４号、昭和５５年

１２月２６日防衛施設庁告示第２４号及び昭和５８

年３月１０日防衛施設庁告示第４号により告示した

区域

６ 百里飛行場に係る第一種区域として、昭和５６年 平成元年６月３０日

１０月３１日防衛施設庁告示第２２号及び昭和５８

年１２月２４日防衛施設庁告示第３２号により告示

した区域

７ 入間飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和５８年１２月２４日

８月３１日防衛施設庁告示第１５号及び昭和５５年

９月１０日防衛施設庁告示第１０号により告示した

区域



８ 下総飛行場に係る第一種区域として、昭和５６年 昭和６１年２月２５日

１０月３１日防衛施設庁告示第１８号により告示し

た区域

９ 横田飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和５９年３月３１日

８月３１日防衛施設庁告示第１７号及び昭和５５年

９月１０日防衛施設庁告示第１４号により告示した

区域

１０ 厚木飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和６１年９月１０日

９月５日防衛施設庁告示第１８号、昭和５６年１０

月３１日防衛施設庁告示第１９号及び昭和５９年５

月３１日防衛施設庁告示第９号により告示した区域

１１ 小松飛行場に係る第一種区域として、昭和５３年 昭和５９年１２月２０日

１２月２８日防衛施設庁告示第１９号、昭和５５年

９月１０日防衛施設庁告示第１２号及び昭和５７年

６月２８日防衛施設庁告示第１０号により告示した

区域

１２ 岐阜飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和６０年３月１８日

６月１５日防衛施設庁告示第６号及び昭和５５年９

月１０日防衛施設庁告示第１１号により告示した区

域

１３ 浜松飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和５６年７月１８日

８月３１日防衛施設庁告示第１６号により告示した

区域

１４ 静浜飛行場に係る第一種区域として、昭和５６年 昭和６０年３月１８日

１０月３１日防衛施設庁告示第２３号により告示し

た区域

１５ 美保飛行場に係る第一種区域として、昭和５６年 平成３年６月１２日

７月１８日防衛施設庁告示第１１号及び昭和５８年

３月１０日防衛施設庁告示第５号により告示した区

域

１６ 岩国飛行場に係る第一種区域として、昭和５３年 平成４年３月２７日

１２月２８日防衛施設庁告示第２０号、昭和５５年

９月１０日防衛施設庁告示第１５号及び昭和５７年

６月２８日防衛施設庁告示第１１号により告示した

区域



１７ 徳島飛行場に係る第一種区域として、昭和５５年 昭和５７年３月３１日

９月１０日防衛施設庁告示第１３号により告示した

区域

１８ 築城飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 平成４年１０月２２日

７月１４日防衛施設庁告示第８号、昭和５５年１２

月２６日防衛施設庁告示第２５号及び昭和５８年９

月１０日防衛施設庁告示第１８号により告示した区

域

１９ 芦屋飛行場に係る第一種区域として、昭和５４年 昭和５８年３月１０日

７月１４日防衛施設庁告示第９号及び昭和５５年

１２月２６日防衛施設庁告示第２６号により告示し

た区域

２０ 目達原飛行場に係る第一種区域として、昭和６３ 平成５年１２月３日

年１０月３１日防衛施設庁告示第１４号により告示

した区域

２１ 新田原飛行場に係る第一種区域として、昭和５４ 平成５年７月１日

年７月１４日防衛施設庁告示第１０号、昭和５６年

１０月３１日防衛施設庁告示第２４号及び昭和５８

年３月１０日防衛施設庁告示第７号により告示した

区域

２２ 鹿屋飛行場に係る第一種区域として、昭和５６年 昭和５９年１２月２０日

１０月３１日防衛施設庁告示第２０号及び昭和５８

年３月１０日防衛施設庁告示第３号により告示した

区域

２３ 嘉手納飛行場に係る第一種区域として、昭和５３ 昭和５８年３月１０日

年１２月２８日防衛施設庁告示第２１号により告示

した区域及び昭和５６年７月１８日防衛施設庁告示

第１２号により告示した区域

２４ 普天間飛行場に係る第一種区域として、昭和５６ 昭和５８年９月１０日

年７月１８日防衛施設庁告示第１３号により告示し

た区域



別表第２

防衛施設周辺告示後住宅防音事業に係る区域及び期日について

番号 区 域 期 日

１ 三沢飛行場に係る第一種区域として、昭和５４ 令和６年３月２９日

年９月５日防衛施設庁告示第１９号により告示した

区域並びに第二種区域として、昭和６３年１０月３

１日防衛施設庁告示第１５号、平成７年１０月１３

日防衛施設庁告示第９号及び平成１１年３月３０日

防衛施設庁告示第５号により告示した区域

２ 松島飛行場に係る第一種区域における８５ＷＥＣ 平成８年２月２５日

ＰＮＬ以上の区域として、次に示す区域（平成１８

年１２月２６日における行政区画によって表示）の

うち付図第１に示す部分

東松島市矢本字下前、字下立沼前、字板取、字立

沼、字立沼前、字沼南、字赤松、大曲字新沼、字櫓

前、字上七丁、字下七丁、字台、字上台、字下台、

字土手下、字土手下南、字道下、字道下南、牛網字

西中浮足、字東大浮足、字海辺、字新東中浮足、字

新西大浮足、字新北大浮足、字新上村松、字西大浮

足、字南大浮足、字新西中浮足、浜市字東浮足、字

西浮足、字新西浮足、字須賀松

３ 横田飛行場に係る第一種区域における８５ＷＥＣ 平成１７年１０月２０日

ＰＮＬ以上の区域として、次に示す区域（平成１７

年１０月２０日における行政区画によって表示）の

うち付図第２に示す部分

立川市西砂町三丁目、西砂町四丁目

昭島市大神町一丁目、大神町二丁目、昭和町五丁

目、上川原町二丁目、上川原町三丁目、田中町一丁

目、拝島町、松原町一丁目、松原町二丁目、緑町一

丁目、美堀町二丁目、美堀町三丁目、美堀町四丁目

福生市大字熊川

東京都西多摩郡瑞穂町大字殿ヶ谷、大字石畑、大

字箱根ヶ崎、大字武蔵、箱根ヶ崎東松原、南平一丁

目、むさし野三丁目

４ 厚木飛行場に係る第一種区域における８５ＷＥＣ 平成１８年１月１７日

ＰＮＬ以上の区域として、次に示す区域（平成１８

年１月３１日における行政区画によって表示）のう



ち付図第３の示す部分

藤沢市円行、円行二丁目、石川、石川五丁目、石

川六丁目、桐原町、長後、下土棚、土棚、葛原、菖

蒲沢

大和市中央林間一丁目、中央林間二丁目、中央林

間三丁目、中央林間四丁目、中央林間五丁目、中央

林間六丁目、南林間一丁目、南林間二丁目、南林間

三丁目、南林間四丁目、南林間五丁目、南林間六丁

目、南林間七丁目、南林間八丁目、林間一丁目、林

間二丁目、鶴間一丁目、鶴間二丁目、西鶴間一丁

目、西鶴間二丁目、西鶴間三丁目、西鶴間四丁目、

西鶴間五丁目、西鶴間六丁目、西鶴間七丁目、西鶴

間八丁目、下鶴間、下鶴間一丁目、深見西三丁目、

深見西五丁目、深見西七丁目、上草柳、上草柳一丁

目、上草柳二丁目、上草柳三丁目、上草柳四丁目、

上草柳五丁目、上草柳六丁目、上草柳七丁目、上草

柳八丁目、上草柳九丁目、桜森一丁目、桜森二丁

目、桜森三丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四

丁目、中央五丁目、中央六丁目、下草柳、草柳一丁

目、草柳二丁目、草柳三丁目、柳橋五丁目、福田、

代官一丁目、代官二丁目、代官三丁目、代官四丁

目、福田七丁目

座間市ひばりが丘一丁目、ひばりが丘二丁目、ひ

ばりが丘三丁目

綾瀬市深谷、深谷中八丁目、深谷中九丁目、深谷

南三丁目、深谷南四丁目、深谷南五丁目、深谷南七

丁目、落合北四丁目、落合北七丁目、落合南四丁

目、落合南五丁目、落合南六丁目、落合南八丁目、

落合南九丁目、蓼川三丁目、上土棚北一丁目、上土

棚北二丁目、上土棚北三丁目、上土棚北四丁目、上

土棚北五丁目、上土棚南一丁目、上土棚南二丁目、

上土棚南三丁目、上土棚南四丁目、上土棚南五丁

目、上土棚南六丁目、上土棚中一丁目、上土棚中二

丁目、上土棚中三丁目、上土棚中四丁目、上土棚中

五丁目、上土棚中六丁目、上土棚中七丁目、本蓼川

５ 小松飛行場に係る第一種区域として、昭和５３年 令和５年１２月２２日

１２月２８日防衛施設庁告示第１９号により告示し

た区域

６ 浜松飛行場に係る第一種区域における８５ＷＥＣ 平成３年７月１８日

ＰＮＬ以上の区域として、次に示す区域（平成２４

年１月３０日における行政区画によって表示）のう

ち付図第４に示す部分



浜松市中区小豆餅一丁目、泉三丁目、萩丘一丁

目、和合町及び西区湖東町

７ 岩国飛行場に係る第一種区域として、昭和５３年 平成２３年９月２０日

１２月２８日防衛施設庁告示第２０号及び昭和５５

年９月１０日防衛施設庁告示第１５号により告示し

た区域

８ 新田原飛行場に係る第一種区域における８０ＷＥ 平成１５年８月２９日

ＣＰＮＬ以上の区域として、次に示す区域（令和４

年３月３１日における行政区画によって表示）のう

ち付図第５に示す部分

西都市大字右松、大字妻、大字三宅、大字清水、

大字岡富、大字黒生野、大字三納、大字平郡及び大

字鹿野田

宮崎県児湯郡新富町大字日置、大字三納代、大字

上富田、大字下富田、大字伊倉、大字新田、大字上

田島、富田一丁目、富田二丁目、富田三丁目、富田

東一丁目、富田東二丁目、富田東三丁目、富田東四

丁目、富田西一丁目、富田西二丁目、富田西三丁

目、富田南一丁目、富田南二丁目、富田南三丁目、

富田南四丁目、富田北一丁目及び富田北二丁目

９ 嘉手納飛行場に係る第一種区域として、昭和５３ 平成２０年３月１０日

年１２月２８日防衛施設庁告示第２１号により告示

した区域

１０ 嘉手納飛行場に係る次に示す区域（平成１４年１ 平成２０年３月１０日

月１７日における行政区画によって表示）のうち付

図第６に示す部分

石川市字東恩納

具志川市字昆布及び字栄野比

沖縄市字大工廻、字知花及び字美里

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納

北谷町字伊平、字上勢頭、字港、字美浜、美浜二

丁目及び美浜三丁目














